様式第２号
農工大総第　　号
　年　月　日
（開示請求者）　　様

国立大学法人東京農工大学長
　　(法人印省略)

保有個人情報の開示をする旨の決定について（通知）

　　　　年　月　日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の保護に関する法律第８２条第１項の規定に基づき、下記のとおり開示することに決定しましたので通知します。

記

１　開示する保有個人情報（全部開示・部分開示）

２　不開示とした部分及びその理由


※　この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、国立大学法人東京農工大学に対して審査請求をすることができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。）。
　　　また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定により、この決定があったことを知った日から６か月以内に国立大学法人東京農工大学を被告として、東京地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、決定があったことを知った日から６か月以内であっても、決定の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

３　開示する保有個人情報の利用目的

４　開示の実施の方法等
　（１）開示の実施の方法等

　（２）事務所における開示を実施することができる日時、場所
　　　　期　間：　　　年　月　日から　月　日まで（土・日曜、祝祭日を除く。）
　　　　時　間：
　　　　場　所：

（３）写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込み額）

（詳細は、裏面をご参照ください。）
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１　「開示の実施の方法等」
　　開示の実施の方法等については、同封した「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記入の上、この通知書を受け取った日から３０日以内に申出を行ってください。
　　開示の実施の方法は、本通知書の４（１）「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。
事務所における開示の実施を選択される場合は、本通知書の４（２）「事務所における開示を実施できる日時、場所」に記載された中から希望する日時を選択してください。なお、開示の実施準備を行う必要がありますので、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」は開示実施希望日の○日前には当方に届くようご提出願います。
　　写しの送付を選択される場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」によりその旨を申し出てください。この場合は、開示請求手数料のほかに、別途、送付に要する費用が必要です。

２　決定に対する審査請求等
決定に不服がある場合は、行政不服審査法又は行政事件訴訟法により、審査請求又は取消訴訟を提起することができます。詳しくは表の「２　不開示とした部分及びその理由」の「※」をお読みください。

３　開示の実施について
　（１）事務所における開示の実施を選択され、その旨「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書をご持参ください。
（２）写しの送付を希望された場合は、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に併せて、お知らせした送付に要する費用を郵便切手で送付してください。

４　その他、ご不明な点がありましたら、下記へお問合せください。



＜本件お問合せ先＞
　　　東京都府中市晴見町３－８－１
国立大学法人東京農工大学＊＊＊＊＊　（担当者名）
　　　　TEL　042-367-@@@@
　　　　FAX　042-367-××××　　　e-mail　***@cc.tuat.ac.jp
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